
広報ごぼう 令和４年１月号 ６

精肉類
肉加工品（ハム・ソーセージ等加工品）
魚介類（塩干しを含む）
水産練り製品（かまぼこ等）
生鮮野菜芋類
野菜加工品（カット野菜・冷凍青果・果実等）
生鮮果実
豆製品・コンニャク類
乾物類・缶詰・冷凍調理加工品類
デザート類
調味料類（ソース・味噌類他）
パン類
乳製品類
麺製品・その他（佃煮・ふりかけ他）
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御坊市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡内販売業（日高卸売市場㈱登録買受人）
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業
御坊市内製造販売業
和歌山県内販売業
御坊市・日高郡・有田市・田辺市内販売業

物　資　区　分 納入業者営業地・業種

令和４年度 学校給食用物資納入業者登録申請について

下水道工事のお知らせ

◆申請書交付および受付期間　令和４年１月６日（木）～24日（月）　９：00～16：00
　　　　　　　　　　　　　　（期間厳守　ただし、土、日曜日、祝日及び昼休みを除く。）
◆納入物資および業種区分

◆登録選定基準　納入業者は、次の基準に基づき登録認定を行います。
・御坊市内または和歌山県内に営業所を有し、納税義務を履行されていること。
・学校給食を理解し、品質がよく衛生的で安全で、良心的価格で製品を納入できること。指定した期日・時間・
　場所及び指示した内容の製品が納入できること。
・常時営業が行われ、経営状況が良好であること。（２年以上その営業が継続され工場・店舗等固定した営業施設
　を有していること。）
・食品に関する法律及び諸規定が遵守され、かつ、営業管轄地の保健所の食品衛生監視評点が基準点以上である
　こと。（食品衛生監視票は食品衛生法第55条の許可を有する業種）
・事業主・従業員の健康管理（検便及び健康診断等）が十分行われていること。（営業所への立ち入り検査をする
　ことがあります。）

◆受付・問い合わせ　御坊市立給食センター　☎0738-22-5437
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数日程度、
通行止めの可能性あり

歩道規制（作業時）

工事区間 歩道規制（作業時）

至和歌山

至田辺

　塩屋町北塩屋地内の国道42号において、公共下水道
の本管と各宅の公共桝を設置する工事を行います。作業
時間中は車道が片側交互通行となります。
　長期にわたりご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解
ご協力のほど、よろしくお願いします。

◆工事期間　令和４年１月中頃～12月末
　　　　　　※地図における各区間の工事期間は多少
　　　　　　　前後する場合があります。
◆作業時間　９：00～17：00
◆問い合わせ　下水道課　☎0738-23-5591


